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 諮問事項①  

幼保連携型認定こども園への移行に伴う幼稚園の廃止認可について  

（学校教育法第４条第１項に基づく認可）  

 

１ 施設・設置者の概要  

幼稚園の名称・園長名・所在地・設置認可日・設置者名等は別表のとおり。 

 

２ 廃止時期  

平成３０年４月１日  

 

３ 廃止事由 

幼保連携型認定こども園への移行に伴い、幼稚園を廃止する必要があるた

め。 

 

４ 園児の処置  

在園児は幼保連携型認定こども園の園児となる。  

 

５ 教職員の処置  

幼保連携型認定こども園の教職員となる。  

 

６ 指導要録等の引継  

幼保連携型認定こども園に引き継ぐ。  

 

７ 資産の処置方法  

基本財産（園地、園舎等）、運用財産（預金等）、負債は幼保連携型認定こ

ども園に引き継ぐ。  

 

 

 

※ 幼稚園と幼保連携型認定こども園の比較（主なもの）  

 幼稚園  幼保連携型認定こども園  

設置の根拠  

学校教育法第４条第１項  就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律第１７

条第１項  

法的性格  
学校  学校かつ児童福祉施設  

認可権者  
都道府県  都道府県・指定都市・中核

市 
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諮問事項② 

学校法人教法学園の解散認可について 

（私立学校法第５０条に基づく認可）  

  

 

名  称 学校法人教法学園 理事長名  佐藤  純子  

事 務 所 

所 在 地 
合志市野々島 5099 番地 2 

寄附行為  

認 可 日 
昭和４８年３月１０日  

解散時期  平成３０年４月１日  

解散理由 
社会福祉法人への事業譲渡に伴う理事会及び評議員会の解散決

議による。  

法人の設置 

す る 学 校 
六華幼稚園（私学助成園） 

役  員 理事６人 監事２人 

残 余 財 産

の 処 分  

残余財産については、社会福祉法人六華保育園と締結する事業譲

渡契約に基づき、一切を社会福祉法人に帰属させる。  

 

※学校法人教法学園寄附行為第３９条  

「この法人が解散した場合（合併又は破産によって解散した場合

を除く。）における残余財産は、解散のときにおける理事会にお

いて理事総数の３分の２以上の議決により選定した学校法人又

は教育の事業を行う公益法人に帰属する。」  

≪参考≫

資 産 等 

(H29.3.31

現在) 

 

 

（１）資  産     311,828,329 円  

 

 

（２）負  債     164,988,155 円  

    

 

（３）残余財産     146,840,174 円  
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 諮問事項  ③  

くまもと清陵高等学校の学則変更認可について 

（学校教育法第４条第１項及び同法施行令第２３条第１項第１０号に基づく認可） 

学 校 名 くまもと清陵高等学校 校 長 名 組脇 泰光 

所 在 地 
阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字

小野５番３００ 
設置認可日 平成２９年３月２４日 

設置者名 学校法人熊ゼミ学園 理 事 長 名 組脇 泰光 

教育区域 ４７都道府県 

課 程 

修 業 年 限 

収 容 定 員 

通信制課程（普通科） 

３年以上 

９００人 

変更時期 平成３０年４月１日 

変更理由 

現在、授業料及び諸経費は前期と後期で分納することとしているが、就

学支援金年間支給額を差し引いたうえで、１年分を一括徴収するため、分

納規定を削除し、年度初めに全納する規定に変更する。 

また、将来的に特待生入試等の新たな入試形態を検討していることか

ら、生徒納付金を減免することができる規定を追加する。 

変更内容 

変更前 変更後 

第 30 条 本校の入学金、授業料及び

諸経費等は以下のとおりとする。 

2 授業料及び諸経費は、本校に在籍

する間は、前期・後期ごとに、各

期分を全納しなければならない。 

3 既納の生徒納付金は返還しない。

ただし、特別の事情があると学校

長が認めたときは、全部又は一部

を返還することができる。 

第 30 条 本校の入学金、授業料及び

諸経費等は以下のとおりとする。 

2 授業料及び諸経費は、本校に在籍

する間は、年度の初めに年度分を全

納しなければならない。ただし、特

別な事情があると学校長が認めた

場合は、納付の方法について異なる

場合がある。 

3 学校長は、別に定めるところによ

り生徒納付金を減免することがで

きる。 

4 既納の生徒納付金は返還しない。

ただし、特別の事情があると学校長

が認めたときは、全部又は一部を返

還することができる。 

項目 金額（単位　円） 備考
入学選考料 10,000

入学金 95,000
推薦入試による入
学者は半額となる。

授業料（年間） 1単位あたり9,000

施設設備費（年間） 36,000

教材費 実費

前期と後期に分納。
各年次の履修単位
数によって異なる。
卒業に必要な修得
単位数は74単位。

項目 金額（単位　円） 備考
入学選考料 10,000

入学金 95,000
推薦入試による入
学者は半額となる。

授業料（年間） 1単位あたり9,000

施設設備費（年間） 36,000

教材費 実費

各年次の履修単位
数によって異なる。
卒業に必要な修得
単位数は74単位。
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学校教育法（昭和２２年３月３１日法律第２６号） 

 

第四条 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事

項（次条において「設置廃止等」という。）は、それぞれ当該各号に定める者の

認可を受けなければならない。これらの学校のうち、高等学校（中等教育学校

の後期課程を含む。）の通常の課程（以下「全日制の課程」という。）、夜間その

他特別の時間又は時期において授業を行う課程（以下「定時制の課程」という。）

及び通信による教育を行う課程（以下「通信制の課程」という。）、大学の学部、

大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同

様とする。 

一 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣 

二 市町村（市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人

を含む。次条、第十三条第二項、第十四条、第百三十条第一項及び第百三十

一条において同じ。）の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 

都道府県の教育委員会 

三 私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校

及び特別支援学校 都道府県知事 

○２～５ （省略） 

 

 

学校教育法施行令（昭和２８年１０月３１日政令第３４０号） 

 

（法第四条第一項の政令で定める事項） 

第二十三条 法第四条第一項（法第百三十四条第二項において準用する場合を含

む。）の政令で定める事項（法第四条の二に規定する幼稚園に係るものを除く。）

は、次のとおりとする。 

一～九 （省略） 

十 高等学校の広域の通信制の課程（法第五十四条第三項（法第七十条第一項

において準用する場合を含む。第二十四条及び第二十四条の二において同

じ。）に規定する広域の通信制の課程をいう。以下同じ。）に係る学則の変更 

十一 （省略） 

２ （省略） 

 

（私立学校の目的の変更等についての届出等） 

第二十七条の二 私立の学校の設置者は、その設置する学校（大学及び高等専門

学校を除く。）について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に

届け出なければならない。 

一 目的、名称、位置又は学則（高等学校の広域の通信制の課程に係るもの及

び収容定員に係るものを除く。）を変更しようとするとき。 

二～六 （省略） 

２ （省略） 

5

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000026_20170401#9
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000026_20170401#488
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000026_20170401#21
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000026_20170401#211
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000026_20170401#261
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000026_20170401#261

